
全 住 協 第３１８号 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日  

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について（住宅確保給付金の再支給） 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．通知等資料 (1) 新型コロナウイルス感染症に係る対応について（依頼）(令和３年

１月２８日 事務連絡) 

        (2) (別添１)緊急事態宣言を踏まえた経済支援策（住宅確保給付金の  

再支給）について(令和３年１月２２日 事務連絡) 

        (3) (別添２)住居を失うおそれが生じている方への支援について（その

８）(令和３年１月２７日 事務連絡) 

        ※(2)～(3)は全住協ＨＰに掲載 

         https://www.zenjukyo.jp/archives/new_info/gyosei/data/210122COVID-19.pdf  

 

                          

２．参 考 Ｈ Ｐ 住居確保給付金(厚生労働省 生活支援特設ＨＰ) 

        https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 

                  

３．問 合 せ 先  (一社)全国住宅産業協会 担当 米山 

        ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

   以 上  

  

https://www.zenjukyo.jp/archives/new_info/gyosei/data/210122COVID-19.pdf
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html


事 務 連 絡 

令和３年１月 28 日 

 

賃貸住宅関係団体 御中 

不動産関連団体 御中 

 

                                       国土交通省住宅局住宅総合整備課 

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 

 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について（依頼） 

 

平素より国土交通行政の推進にご尽力いただきありがとうございます。 

今般、住居確保給付金の再支給の予定について、別添１のとおり、厚生労働

省から「緊急事態宣言を踏まえた経済支援策（住居確保給付金の再支給）につ

いて」（令和３年１月22日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立

支援室事務連絡）が発出されております。 

つきましては、貴団体の所属会員企業等の皆様に、この旨周知・活用いただ

くとともに、引き続き、民間賃貸住宅に居住し、新型コロナウイルス感染症の

影響などにより、生活に困窮されている方に対し、その置かれた状況に十分に

配慮した丁寧な対応をお願いいたします。 

なお、各都道府県住宅担当部局に対しては、別添２のとおり、周知している

ことを申し添えます。 



令和３年１月２２日

事 務 連 絡

都道府県

各 指定都市 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中

中核市

厚生労働省社会・援護局

地域福祉課生活困窮者自立支援室

緊急事態宣言を踏まえた経済支援策（住居確保給付金の再支給）について

本日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態宣言を踏まえた経済支援

策が公表され、住居確保給付金の再支給についても盛り込まれましたので、下記のとおり

お知らせします。

また、各都道府県におかれては、管内市町村（指定都市及び中核市を除く。）への周知

を併せて行っていただきますようお願いいたします。

記

令和３年３月３１日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離

職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、３か月間に限り再支給を可能とする

予定です。

なお、対象地域は全国とし、申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行規則改正

後（２月上旬）を予定しています。

以上

別添１
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四角形



（参考）緊急事態宣言を踏まえた経済支援策（厚生労働省関係）のご案内リーフレット



事 務 連 絡

令和３年１月27日

各都道府県住宅担当部局 御中

国土交通省住宅局安心居住推進課

住宅総合整備課

住居を失うおそれが生じている方への支援について（その８）

平素より、住宅施策の推進にご協力いただき、ありがとうございます。

これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を踏まえて、住居を失うおそ

れが生じている方へ支援を拡大することが重要であるとして、関連した事務連絡を

発出しているところです。

今般、令和３年１月22日に新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事

態宣言を踏まえた経済支援策が公表され、住居確保給付金の再支給についても盛り

込まれたことを踏まえ、厚生労働省から、別添のとおり「緊急事態宣言を踏まえた

経済支援策（住居確保給付金の再支給）について」（令和３年１月22日厚生労働省

社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）が発出されております。

つきましては、下記内容にご留意の上、引き続き、生活困窮者自立支援制度主管

部局、民生部局等と連携し、住居を失うおそれがある方の居住安定確保を図ってい

ただきますようお願い致します。

なお、管下市町村の住宅部局にも周知願います。また、以下送付先一覧に示す賃

貸住宅関係団体及び不動産関係団体に対しては、別途周知していることを申し添え

ます。

記

令和３年３月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以

外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、３か月間に限り再支

給が可能とされる予定です。

なお、対象地域は全国とし、申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行

規則改正後（２月上旬）を予定しているとのことです。

以 上

【送付先一覧】

（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 （公社）全国宅地建物取引業協会連合会

（公財）日本賃貸住宅管理協会 （公社）全日本不動産協会

（一社）全国住宅産業協会 （一社）不動産流通経営協会

（一社）不動産協会

別添２
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